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      令和２年８月 21 日 

  

市内医療機関の皆様  
 

横浜市保健所長 田畑 和夫  
 

 

新型コロナウイルス感染症に係る帰国者・接触者外来等医療機関への 

受診手段について（通知） 

 
 
 日ごろから、横浜市の感染症対策に御協力いただき厚く御礼申し上げます。  
 今般、神奈川県健康医療局医療危機対策本部室長から、「新型コロナウイルス感染

症に係る帰国者・接触者外来等医療機関への受診手段について」の通知がありまし

た。 

 今後は当該通知に基づき、診断が確定していない患者の受診調整の際に受診手段の

確保が困難な場合は、公共交通機関の利用も案内させていただく場合があることをご

承知おきいただきますようお願いいたします。 

 
 
 
＜添付資料＞  
・「新型コロナウイルス感染症に係る帰国者・接触者外来等医療機関への受診手段

について（通知）」 

（令和２年８月 19 日付神奈川県健康医療局医療危機対策本部室長通知）  
 
 
 
 
 
 
 
 

担当：横浜市健康福祉局健康安全課  

健康危機管理担当（電話 671-2463）  



医危第 79 号 
令和２年８月 19 日 

 
 

各保健所設置市感染症主管課長 殿 
 

神奈川県健康医療局医療危機対策本部室長 
（公 印 省 略） 

 
新型コロナウイルス感染症に係る帰国者・接触者外来等医療機関への 
受診手段について（通知） 

 
 日ごろから本県の新型コロナウイルス感染症対策の推進に御理解と御協力を 

いただき、厚く御礼申し上げます。 

 各市保健所におかれましては、疑い患者や濃厚接触者など診断が確定してい

ない患者の受診調整の際に、自家用車で受診が出来ない場合、公共交通機関を

利用しないよう保健所職員の搬送や民間救急車の調整を行い受診手段を確保し

ている現状です。 

 しかし、新型コロナウイルス感染症の患者の増加に伴い濃厚接触者数の増

加、また濃厚接触者全てに検査を実施するため、受診手段の調整が困難となっ

ております。 

 令和２年３月 10 日付け、内閣衆質二〇一第九一号 別紙答弁書「衆議院議員

初鹿明博君提出新型コロナウイルスの検査に公共交通機関を利用しないで行く

ことに関する質問に対する答弁書」によると、「「公共交通機関」を利用する場

合であっても、新型コロナウイルス感染症のまん延の防止のため、マスクの着

用を始めとし、出来る限りの対応をとっていただく必要があると考えている。」

と記載されています。 

 このことから、受診手段の確保が困難な場合は、なるべく混雑を避けてマス

ク着用の上、公共交通機関の利用が可能であることをご承知おきくださいます

ようお願いします。 

  

【添付資料】 

 ・令和２年３月 10 日 内閣衆質二〇一第九一号 内閣総理大臣 安倍 晋三 

  別紙答弁書「衆議院議員初鹿明博君提出新型コロナウイルスの検査に公共

交通機関を利用しないで行くことに関する質問に対する答弁書」 

 



 

 

   

 
 

 
  

問合せ先 
感染症対策グループ 小野・村岡 
電 話 045-210-4791 
ﾌｧｸｼﾐﾘ 045-633-3770 
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